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パチンコ・トラスティ・ボードの目的 
 

１．パチンコ･トラスティ･ボードの目的 
 

パチンコホール経営企業の社会的地位向上を目指す､業界外の有識者･専門家による第三者で構成す

る組織です。社会に信頼と安心を提供できるパチンコホールの経営を仕組みとして確立することを目

的とします。 
 
２．具体的な施策 
(1) 中立､公正な第三者による厳しい評価調査 

      企業倫理､経営学、会計学の専門家､弁護士､公認会計士、大学教授、リスク管理の専門家等のパチ

ンコホール業界外の中立､公正な第三者によりパチンコホールの経営､営業全般に対する厳しい評価調

査を実施します。｢評価調査結果｣に基づき､対象パチンコホール企業を評価(格付)します。 
 

(2) 評価調査する項目 
 ｢コンプライアンス｣ 
  基本的姿勢、態勢構築（フレーム、財務プロセス、反社会、社会的要請、法令遵守体制、内部監査) 
 ｢コーポレートガバナンス｣ 
経営の公正さと透明性の確保 

 
(3) パチンコホール企業の指導､勧告 

評価調査結果に基づき、必要に応じてパチンコホール企業のコンプライアンス及びコーポレートガ

バナンスのレベルを上げるための指導､勧告等を実施します。 
 

(4) 社会各層の有識者の方々からの提言 
   パチンコホール業界の｢あるべき姿｣につき社会各層の有識者が自由に議論し､とりまとめた意見を

広く社会に発信します。 
 

 

PTB 組織図 
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１. 入社目的 

・ パチンコホール業界の社会的認知を高め業界全体の向上を目指す。 

・ PTB 評価調査を継続的に受けることを通じてｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの改善を目指し、PTB評価・格付けを致します。 

2. 入社資格 

 ＰＴＢの目的に賛同し、ﾊﾟﾁﾝｺ産業全体の社会的認知を高めるために行動するﾊﾟﾁﾝｺﾎｰﾙ経営企業であればご参加いただけ
ます。（ＰＴＢ社員規程第２条） 

3. 社員会社の権利 

①評価調査を受ける権利            ②社員総会の議決権 

③PTB各組織（評価委員会,有識者懇談会等）へのオブザーバー参加と会議議事録の入手 

④専門委員会等の研究結果の入手      ⑤本会主催のセミナーへの参加     ⑥本会が配布する書籍等の入手 

4. 入社に伴う費用   

    【入会金】 不要        【基 金】 100万円以上       【年会費】 5,000,000円 

※社員総会における議決権票数は基金の拠出額に応じて変動します。 

基金拠出額 100 万円から 200 万円までを議決権 1 票とし、200 万円を超え 400 万円まで 2 票、400 万円を超え

600万円まで 3票、600万円を超え 800万円まで 4票、800万円を超える場合は 5票となります。 

5. 評価調査 原則 年 1 回実施 

6．評価調査費用 個社負担（約 500 万円/1 回につき） 

 

ＰＴＢに入社を希望しないが評価調査を受けてみたいなら・・・ 

 

 

Ⅰ. ﾄﾗｲｱﾙ評価調査の目的（趣旨） 

  ・ＰＴＢの評価調査の主要項目であるホール企業に求められる社会的要請及びホール営業を取り巻く様々なリスクを 中心とした調査となります。  

  ・評価調査に伴い、コンサル機能を持たせ改善ポイントなどをアドバイス致します。    

2. 対象 パチンコホール経営企業 

3. 評価調査項目 ①基本的姿勢  7項目      ②法令遵守体制 7項目 

4. 評価・格付け  ａａａ～評価不能までの 8段階評価  （本評価調査：ＡＡＡ～評価不能までの 8段階評価） 

5. 評価・格付けの開示 ＨＰ掲載も含め社外への評価・格付けの開示は不可となります。 

6. トライアル評価調査の継続 トライアルの評価調査は継続不可（１回限定）となります。 

7. 評価調査費用  企業規模（店舗数）により変動  約300万円～約500万円（お申込み後、見積作成） 

【費用目安】  

店舗数 10店未満 約 300万円 

店舗数 10店以上～20店未満 約 350万円 

 

店舗数 20店以上～50店未満 約 400万円 

8. 店舗実査 店舗数 10店までは実査一律 1店舗   店舗数 10店以上は実査一律 2店舗 

9. その他    ・経営者へのヒアリング及び調査は基本的に調査対象企業の本社にて実施し、遠隔地の場合には 

          ＰＴＢ事務所会議室にて実施致します。 

 

ＰＴＢトライアル評価調査 

ＰＴＢ入社のご案内 
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評価委員会 
 

評価委員会の概要 
１．評価委員会の役割                     
(1)評価に関する業務 

評価委員会は､パチンコホールの経営､営業の全般におけるコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの状態を評価調

査するとともに必要に応じて､パチンコホール企業のコンプライアンス及びコーポレートガバナンスのレベルを上げるための指導､

勧告等を実施します。 

(2)｢評価調査｣報告の評価 

評価委員会は､調査事務局対して、ＰＴＢによる「評価調査」を申請する個別企業に対する 「評価調査」業務の実施を指

示します。調査事務局が実施した個別企業の｢評価調査｣結果について調査事務局より答申を受けます。 

評価委員会は､調査事務局の答申を分析し､個別企業のコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの達成状況を評価

(格付)します。 

（3）専門部会の設置 

パチンコホール経営の中長期的課題に関しての調査･研究を目的とする専門部会を必要に応じて設置します。 

 

２．評価委員会の構成 
有識者､専門家により構成されます。 

①評価委員会の委員長及び委員は､社員､理事及びパチンコ･トラスティ･ボードの活動に賛同する方々の推薦を受けて､

理事が選任します。 

    ②委員長は 1名、委員は複数名とし､任期は 1年とします。 
 

評価委員会の活動報告 

1. 組織名称の変更と新委員就任 

①2010 年 4月 1 日より旧「監視委員会」から「評価委員会」へ名称変更しました。 

②2010 年 6月 1 日 新評価委員 4名就任（5 名体制）                     （敬称略） 

 委員長 横山 和夫 東京理科大学教授・公認会計士 

新任 委員 田宮 治雄 東京国際大学商学部教授・公認会計士 

新任 委員 永沢 徹 弁護士 永沢総合法律事務所 

新任 委員 末川 修 公認会計士 末川修公認会計士・税理士事務所 

新任 委員 山中 健児 弁護士 石嵜・山中法律事務所 

 

２.第４回ＰＴＢ評価調査の実施（2010 年 10 月～2011 年前期） 

第 3回調査から 2年が経過している間に、経済環境の変化等によるリスクや統制水準に変更のあった項目につい

て見直しを実施。財務、社会的要請、労働法、風適法の分野から 6 項目を変更。社会的要請（のめり込み問題）、主

要法令（環境・省エネ対策）の分野 2項目を新規追加。112 項目の評価基準で実施。 

・1 社目 株式会社アメニティーズ         (2010 年 10 月 1 日～10 月 22日） 

   ・2 社目 株式会社ニラク              （2010 年 11 月 4日～11月 26 日） 

・3 社目 株式会社ダイナム            （2010 月 12 月 1 日～12 月 16 日） 

 

評価委員会◆最近の委員会報告（2011 年６ 月・７ 月） 

日時・時間 討議内容 日時・時間 討議内容 

第 73 回会議 

6 月 22 日 

14：00～16：00 

PTB 評価基準見直し進捗報告 

PTB 統一会計基準見直しの件 

PTB 第４回評価調査結果まとめの件 

PTB ホームページ更新及び改訂作業の件 

第 74 回会議 

７月 13 日 

9：00～11：00 

PTB 統一会計基準見直しの件 

PTB 評価基準見直しの件 

PTB 第４回評価調査結果まとめの件 
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有識者懇談会 
 

有識者懇談会の概要 
 

１．有識者懇談会の役割 

(1)社会への発信 

パチンコホール業界の｢あるべき姿｣、｢時間消費型レジャー｣、｢大衆娯楽｣としてのパチンコ産業の将来像等について自由

に議論し、とりまとめた意見を広<社会に「有識者懇談会からのメッセージ」として発信します。 

(2)PTB 組織全般への提言 

評価委員会の活動に資する目的で､上記の意見を評価委員会に伝えるとともに､評価委員会のメンバーと自由に意見交

換を行います。 

 

２．有識者懇談会の構成 

社会各層の有識者の方々により構成されます。 

有識者懇談会座長は 1名、副座長 1名、有識者懇談会委員は複数名とし､任期は 1年とします。 
 

【有識者懇談会委員】 （敬称略） 

座長 和田 裕 株式会社日本イノベーション 代表取締役社長 

副座長 岩崎 秀雄 ネットプレス株式会社 代表取締役社長（元日刊工業新聞論説委員） 

委員 三好 正也 ㈱ミヨシ・ネットワークス代表取締役会長（元経団連事務総長） 

 川上 隆朗 元インドネシア大使 

 松田 修一 早稲田大学ビジネススクール教授（大学院商学研究科ビジネス専攻） 

 黒瀬 直宏 嘉悦大学経営経済学部教授 

 谷合 孝昭     元東京証券取引所上場部上場審査室長 

 牛島 憲明 牛島憲明事務所 経営コンサルタント（元㈱東京証券取引所上場審査部長 

                        元㈱ジャスダック取締役兼執行役員） 

 結城 義晴 ㈱商人舎代表取締役社長（立教大学大学院ビジネスデザイン研究科教授） 

 内堀 良雄 UI ゼンセン同盟常任中央執行委員・生活・総合産業部会事務局長 

 三堀 清 弁護士（三堀法律事務所）  

 

有識者懇談会活動報告 
 
≪TOPICS≫  ＰＴＢ有識者懇談会 座長交替 

  ＰＴＢ有識者懇談会の座長が、この４月から三好正也氏から和田 裕氏に交代いたしました。 

  和 田  裕 （わだ ゆたか） 氏 （1932年生まれ） 略歴 

1953年   東京大学法学部卒  同年 4月通商産業省 入省 

1976年   防衛庁官房審議官 

1979年 7月  特許庁総務部長 

1980年 6月  防衛庁 装備局長 

1982年 6月  海外経済協力基金 理事 

1984年 6月  シャープ株式会社 入社 

1992年 10月     同社      代表取締役副社長（海外統括） 

1997年 9月     同社      退社 

1997年 10月  財団法人日本特許情報機構 理事長 

2006年 7月  株式会社パトリス 顧問 

2006年 7月  株式会社日本イノベーション 設立 代表取締役社長 

2008年   同仁倶楽部 世話人代表 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ＰＴＢの活動◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

- 5 - 

有識者懇談会◆最近の懇談会報告（2011 年５ 月・７ 月） 

活動報告 日時 時間 討議内容 

第３７回会議 2011 年５月 30日 14：00～16：00 
有識者懇談会委員によるパチンコ遊技体験及び感想、意見交

換、パチンコの換金と射幸性について 

第３８回会議 2011 年７月 25日 14：00～16：00 
パチンコの換金と射幸性について、有識者メッセージ第４弾に

ついての議論 

 

パチンコ懇談会 

パチンコ懇談会の創設 （2010 年 11月より活動をスタート） 

 

１．「パチンコ懇談会」設置の目的 
国民目線からの意見集約を行う「パチンコ国民会議」を組成する前に、パチンコ業界にあまり関心が無い、ある

いは、認識が充分でない著名人の方々に対して、業界の現状、問題点などを知っていただき、業界に対する共通

理解をはかる場として「パチンコ懇談会」を設定する。 

 

２．パチンコ懇談会の構成 

有識者懇談会委員を含む社会各層の有識者の方々および著名人 

パチンコ懇談会座長は 1名、パチンコ懇談会委員は複数名とし､任期は 1年とします。 

 

委 員：１４名 （ＰＴＢ有識者懇談会委員 11名はパチンコ懇談会委員を兼任する）          （敬称略） 

委員 神崎 邦子 NPO 匠ルネッサンス 代表 

 落合 清四 UI ゼンセン同盟 会長 

 秋元 司 前自由民主党参議院議員 

 

パチンコ懇談会活動報告 

活動報告 日時 時間 討議内容 

第 1回 

パチンコ懇談会 
2010 年 11 月 15 日 14：00～16：00 

有識者懇談会ではなく、第 1回パチンコ懇談会として実施 

ゲストスピーカー堺屋太一氏による講演と新任委員紹介 

意見交換（堺屋氏と委員各位、社員会社三者による） 

第 2回 

パチンコ懇談会 
2011 年２月 28日 14：00～16：00 

パチンコＰＲ DVD「パチンコホールが目指す明日への夢」上映 

パチンコＰＲ DVDの活用法等についての協議 

堺屋太一氏の提案、助言を受けて、また今後の懇談会の進め方 

第 3回 

パチンコ懇談会 
2011 年６月 30日 9：30～11：30 

ゲストスピーカー POKKA吉田氏による講演と質疑応答及び

三者による意見交換 

 

 

≪TOPICS≫  第３回ＰＴＢパチンコ懇談会開催 
    

     日 時 ： 2011 年６月３０日（木） 9：30～11：30 

     場 所 ： ＰＴＢ会議室 

     講 演 ： POKKA 吉田 氏 

             2011 年６月７日日朝日新聞ｵﾋﾟﾆｵﾝ面の「ﾊﾟﾁﾝｺばかりﾊﾞｯｼﾝｸﾞするな」掲載を受けて 
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            ①「パチンコがなくなる日」（主婦の友新書）出版に関して  

            ②業界関係者に伝えたかったこと 

            ③主な反響等（メディア関係） 

            等について約１時間の講演のあと、質疑応答及び三者で意見交換を行いました。 

 

        出席者リスト ： 

        委員                                            （敬称略） 

座長 和田 裕 副座長 岩崎 秀雄   

委員 三好 正也 委員 黒瀬 直宏 委員 谷合 孝昭 

委員 牛島 憲明 委員 内堀 良雄 委員 三堀 清 

委員 神崎 邦子 委員 秋元 司   

 

        会員会社                                    

株式会社ダイナムホールディングス 代表執行役社長 佐藤 洋治 

株式会社ダイナム 代表取締役社長 佐藤 公平 

株式会社ダイナム 取締役法務部部長 森  治彦 

夢コーポレーション株式会社 代表取締役社長 加藤 英則 

株式会社ニラク 執行役員 経営企画室室長 大石 明憲 

株式会社アメニティーズ 執行役員総務人事部長 山村 高士 

 

             オブザーバー出席会社名 

株式会社ダイナム 株式会社エース電研 

メディアシステム株式会社 三本コーヒー株式会社 

株式会社ピービー 株式会社スリーストン 

オムロンアミューズメント株式会社 株式会社電通 

 

ＰＴＢ今後のスケジュール 
                                                            ２０１１．７月末現在 

2011年 ７月 13日 (水) 9：00～11：00 評価委員会 

 ８月 10日 (水) 9：00～11：00 評価委員会 

 ９月 12日 （月） 10：00～12：00 有識者懇談会 

  14 日 (水) 9：00～11：00 評価委員会 

 10月 12日 (水) 9：00～11：00 評価委員会 

 11月 7日 （月） 14：00～16：00 有識者懇談会 

  9 日 (水) 9：00～11：00 評価委員会 

 12月 21日 (水) 15：00～17：00 評価委員会 

 12月 第５回ＰＴＢ評価調査スタート 

 12 月 プレスリリース 

2012年 １月 23日 （月） 14：00～16：00 有識者懇談会 

 3 月 5日 （月） 14：00～16：00 有識者懇談会 

   



ＰＴＢ評価基準　抜粋

G1 ガバナンス 株主総会の開催・運営 株主総会は、その招集手続を含めて適法かつ適正に開催されていますか。

G2 ガバナンス 株主管理 株主の管理が適切に行われる制度が整備されていますか。

G3 ガバナンス 株主とのコミュニケーション
会社の事業目的、経営戦略、内部統制の整備運用状況等に関する情報が開示され、株主との間で十分なコミュニケーションがなさ
れているか。

G4 ガバナンス 株主配当に関する決定プロセス 株主配当に関する方針を明確にし、株主の意向と経営環境や経営戦略との均衡を十分に考慮して配当案を決定しているか。

G5 ガバナンス 取締役会の開催・運営 取締役会は、業務の必要性に応じて適切に開催されていますか。

G6 ガバナンス 社外取締役 社外取締役がいますか。社外取締役の独立性は確保されていますか。

G7 ガバナンス 役員報酬の決定プロセスの適切性 役員報酬等（役員賞与、退職慰労金を含む）は定められた手続により適正に決定されているか。

G8 ガバナンス 取締役の利益相反行為
取締役と会社との間に直接または間接の取引がある場合、取締役の自己の利益とならぬように法令に準拠して適切に審議していま
すか。

G9 ガバナンス 取締役を除く関連当事者との取引
役員またはその親族が所有する会社との取引について適切な法的処理及び開示がなされていることを確認する制度的な手続があ
りますか。

G10 ガバナンス グループ管理体制
経営者および経営幹部は、グループ各社の存在意義を認識し、明確な企業グループの経営戦略に基づいた管理体制ができていま
すか。

G11 ガバナンス 監査役監査計画
監査役は自らの職務を遂行するため、具体的な年間計画をたて、必要に応じ社内の関係者と連携して、その職務を遂行しています
か。

G12 ガバナンス 監査役による取締役会等に対する業務監査 監査役は、取締役会に出席し、取締役会が適正に開催されているか監視していますか。

G13 ガバナンス 監査役と関係機関の連携 監査役は、職務遂行の結果発見された事項及びその改善状況を、取締役会または経営者に適宜伝えていますか。

G14 ガバナンス 社外監査役 社外監査役がいますか。社外監査役の独立性および機能していますか。

K1 基本的姿勢 コンプライアンスに関する経営者の取組姿勢
経営におけるコンプライアンスの重要性、必要性が経営者に十分に認識され、その徹底のために必要かつ十分なリーダーシップが
発揮されているか。

K2 基本的姿勢 行動規範の策定と適切な運用態勢の確立 コンプライアンスに関する行動規範等が作成され、それが適切に運用され、定着しているか。

K3 基本的姿勢 リスク評価の仕組み 事業目標の達成を阻害する要因となるリスクを洗い出し、評価する仕組みが整備されているか。

K4 基本的姿勢 重要なリスクへの対応
重要なリスクについて、行動規範（又はコンプライアンス・マニュアル）や個別のマニュアル等が作成され、その実効性が担保されて
いるか。

K5 基本的姿勢
経営者姿勢の開示及び利害関係者との良好な関係
の形成

顧客、取引業者、従業員、地域社会等の利害関係者に経営姿勢等を開示するなど適切なコミュニケーションが図られているか。

K6 基本的姿勢 企業情報の開示ルール 企業情報の開示手続、基準、態勢が整備されているか。

K7 基本的姿勢 懲罰規程の整備・運用 経営者は、コンプライアンス経営の実現のために、ルールを逸脱した者に対する厳正かつ公平な対応を実施しているか。

TA1 態勢構築（フレーム） 運営組織の明確化
会社の運営組織が明確に定められ、全ての従業員に定期的に伝えられているか。また、経営戦略の変更などに応じ適宜、運営組織
が見直されているか。

TA2 態勢構築（フレーム） 職務権限・分掌規程の明確化 職務権限規程及び職務分掌規程が定められ、周知されているか。また、当該規程は遵守されているか。

TA3 態勢構築（フレーム） 全社的なコンプライアンス体制
コンプライアンスに関する全社的な取り組み体制が整備され、全社的な取り組み状況の把握や問題点への対応が実施されている
か。

TA4 態勢構築（フレーム） コンプライアンス推進部署（担当者）
コンプライアンス活動を具体的に推進していく部署（担当者）が明確になっており、コンプライアンス活動が計画的に実施されている
か。

TA5 態勢構築（フレーム） 内部通報制度 内部通報制度が公益通報者保護法を踏まえて適切に構築されており、リスクの早期発見やリスク発生の抑止に役立っているか。

TA6 態勢構築（フレーム） コンプライアンス教育制度
コンプライアンスに関する教育研修が計画的かつ効果的に実施され、従業員がコンプライアンスに関するルールなどを十分に理解し
ているか。

TA7 態勢構築（フレーム） コンプライアンスのセルフチェックの仕組み コンプライアンスの遵守状況について定期的な自己評価により、改善が図られているか。

TA8 態勢構築（フレーム） 外部からの報告相談制度 社外からの苦情・相談への対応を行う体制が整備されているか。社外の幅広い理解を得るために適切な対応がとられているか。

TA9 態勢構築（フレーム） 緊急事態への対応
緊急事態（重要と考えられる事件、事故、不祥事（従業員等の社会的規範に逸脱した行為）等）が発生した場合の体制や手順が定め
られ、従業員に周知されているか。

TA10 態勢構築（フレーム） 人事評価制度
業績評価、人事考課制度（以下、「人事評価諸制度」という）が確立されており、従業員にその評価基準を周知していますか。また、
評価結果が適切に従業員にフィードバックされ改善を求める仕組みになっていますか。

TA11 態勢構築（フレーム） 給与・報酬の決定基準
給与・報酬の決定基準が明確に定められ、それらは従業員に適切に伝えられていますか。決定基準には、業績評価・人事考課等が
正しく反映されていますか。

TA12 態勢構築（フレーム） 採用基準 従業員を採用する場合の基準は明確ですか。

TA13 態勢構築（フレーム） 業務改善等に関する提案制度 従業員が生産性の向上、品質の改善などを発見した場合の提案制度が確立され、周知徹底されているか。

TA14 態勢構築（フレーム） キャリアパス制度 従業員のキャリアパスに関する制度が確立され、適切に運用されているか。

TA15 態勢構築（フレーム） 人員配置 従業員が適材適所に配置されているか。

TA16 態勢構築（フレーム） ITガバナンス体制構築 情報システムに対する適切なガバナンス体制が構築されているか。

TA17 態勢構築（フレーム） 情報セキュリティ管理態勢の構築 情報セキュリティに関する態勢が適切に構築されているか。

TB1 態勢構築（財務プロセス） 予算管理制度の整備・運用について 経営計画の合理性を説明するための諸施策が整備され、適切な予算管理体制が整備・運用されているか。

TB2 態勢構築（財務プロセス） 決算の迅速化・正確性確保について 決算の迅速化とその正確性を確保するため、必要な施策はとられているか。

TB3 態勢構築（財務プロセス） 会計記録の正確性確保について 会計記録の正確性を保証するための会計帳簿組織、会計データの誤謬・脱漏、改ざん防止策等はとられているか。

TB4 態勢構築（財務プロセス） 決算実施、開示書類作成のための体制について 決算の迅速化とその正確性を確保するため、経理・開示担当者の能力向上を図っているか。

TB5 態勢構築（財務プロセス）
会計と税務の乖離の適正な把握、税務申告の適正
性の確保の体制について

適正な税務調整計算を行うための体制は構築されているか。

TB6 態勢構築（財務プロセス） 会計処理方法の変更について
会計処理の変更、決算期変更等について決裁権限、変更過程が明確になっているか。
変更の結果、影響する業務プロセスの変更等が適切になされているか。

TB7 態勢構築（財務プロセス） 景品の在庫管理
景品の在庫管理の手順・方法が明確になっており、在庫数量の正確性、景品の受入・払出数量について説明可能な仕組が構築され
ているか。

TB8 態勢構築（財務プロセス） 玉数（あるいは枚数）の払出し数量管理 遊技機の払出データ、メダル玉数計測機器の計測数、景品交換玉数の関係の合理性について確認しているか。

TB9 態勢構築（財務プロセス） 売上管理 売上の管理に伴う内部統制が整備されているか。

TB10 態勢構築（財務プロセス） 遊技機の購入 遊技機購入について、発注・契約・支払までの手続がマニュアル化されており、それが遵守されているか。

TB11 態勢構築（財務プロセス） 納入業者の選定 景品納入業者は適正な基準で選定しているか。仕入れ価格の適正性を確保するために適切な仕組みがあるか。

TB12 態勢構築（財務プロセス） 納入業者の見直し 納入業者の見直しを定期的に行っているか。

TB13 態勢構築（財務プロセス） 資金調達手続 資金調達における手続が定められ、適正に実施されているか。

　パチンコホール経営企業を非財務的な側面から評価するために、ガバナンス、経営者の基本的姿勢、それを実現するための各種態勢構築、内部監査の観点から、評価基準を１０のテー
マに分けています。各テーマには５から２２項目の質問を設定し、全体で１１０の質問項目により評価基準は構成されています。項目ごとに評価調査を行い、各項目を５段階で評価した上
で、最終的には、各テーマごとに加重平均をとり、それぞれの取組み度合いを評価、格付け致します。
　昨今、会社法の制定、内閣府令（日本版SOX法）など、内部統制の議論が活発化し、企業会計審議会からも、内部統制のフレームワークに関する答申が出されています。しかしながら、
いずれも、内部統制の構成要件としての財務情報を中心とした議論がなされているのに対して、今回、ＰＴＢで取組んだ評価軸は、非財務的な側面に焦点をあてたものとなっています。わ
が国において、企業を非財務的な側面で評価していくための手法が確立をしておりませんが、ＰＴＢ評価委員会・専門委員会における、非財務的分野における各分野の専門家の委員を中
心として検討を重ね、今般、当該評価・調査・評価手法を確立いたしました。
　その内容は、コンプライアンス問題を単なる法令遵守的な解釈に留まらず、パチンコホール経営企業に対する社会的要請（社会的批判を含む）への適応を目指し、社会的要請を具体化
した「ＰＴＢモデル行動規範」を作成しました。当該規範を基本的考え方とし、それらを如何に実現できる企業の態勢並びに体制を構築しているのか、との観点から、各テーマごとに評価・調
査・評価します。また、個々の質問内容も、形式的かつ画一的な評価をできるだけ回避し、企業活動の実態に踏み込んだ評価方法となっています。その意味においては、企業を非財務的
な側面から評価するという点において、画期的な評価方法と考えます。

番号 分類 調査項目目的

－７－


